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条 例

　

  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

　

１   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

２   横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

３   横 浜 市 公 告 式 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

４   横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

５   横 浜 市 市 民 文 化 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

６   横 浜 市 斎 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

７   旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

　 　 　 条 例

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 中 「 第 号 」 の 次 に 「 並 び に 第 ５ 条 の ３ 第 ２

項 」 を 加 え 、 同 項 第 号 中 「 第 ５ 条 の ３ 第 １ 項 」 を 「 第 ５ 条 の ４ 第

１ 項 」 に 改 め る 。

  第 ５ 条 の ４ を 第 ５ 条 の ５ と し 、 第 ５ 条 の ３ を 第 ５ 条 の ４ と し 、 第

５ 条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 妊 娠 又 は 出 産 等 に つ い て の 申 出 を し た 職 員 等 に 対 す る 措 置 等 ）

第 ５ 条 の ３   任 命 権 者 は 、 横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （

  平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ２ 号 ） 第 条 第 １ 項 の 措 置 を 講 ず る に

  当 た っ て は 、 同 項 の 申 出 を し た 職 員 （ 以 下 「 申 出 職 員 」 と い う 。

  ） に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

    申 出 職 員 の 仕 事 と 育 児 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下

    「 出 生 時 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る

    た め の 措 置

    出 生 時 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 に 係 る 申 出 職 員 の 意 向

    を 確 認 す る た め の 措 置

    当 該 申 出 に 係 る 子 の 心 身 の 状 況 又 は 育 児 に 関 す る 申 出 職 員 の

    家 庭 の 状 況 に 起 因 し て 当 該 子 の 出 生 の 日 以 後 に 発 生 し 、 又 は 発

    生 す る こ と が 予 想 さ れ る 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 の 支 障 と

    な る 事 情 の 改 善 に 資 す る 事 項 に 係 る 申 出 職 員 の 意 向 を 確 認 す る

    た め の 措 置

２   任 命 権 者 は 、 ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 職 員 （ 以 下 「 対 象 職

  員 」 と い う 。 ） に 対 し て 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 内 に 、 次

  に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

    対 象 職 員 の 仕 事 と 育 児 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下

    「 育 児 期 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る

    た め の 措 置

    育 児 期 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 に 係 る 対 象 職 員 の 意 向

    を 確 認 す る た め の 措 置

    対 象 職 員 の 当 該 子 の 心 身 の 状 況 又 は 育 児 に 関 す る 対 象 職 員 の

    家 庭 の 状 況 に 起 因 し て 発 生 し 、 又 は 発 生 す る こ と が 予 想 さ れ る

    職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 の 支 障 と な る 事 情 の 改 善 に 資 す る

    事 項 に 係 る 対 象 職 員 の 意 向 を 確 認 す る た め の 措 置

３   任 命 権 者 は 、 第 １ 項 第 ３ 号 又 は 前 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 意 向 を

  確 認 し た 事 項 の 取 扱 い に 当 た っ て は 、 当 該 意 向 に 配 慮 し な け れ ば

  な ら な い 。
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      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。10
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

　 　 　 条 例

  横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 中 「 第 ２ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 」 に 改 め る

。

  第 ３ 条 の ２ の 見 出 し 中 「 人 事 院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と し て 」

を 削 る 。

  第 ８ 条 第 ２ 号 中 「 及 び 勤 務 日 ご と の 勤 務 時 間 を 考 慮 し て 市 長 が 定

め る 非 常 勤 職 員 」 を 「 を 考 慮 し て 市 長 が 定 め る 非 常 勤 職 員 」 に 改 め

、 「 並 び に 同 法 第 条 の ２ 第 １ 項 の 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 以 下 「 会 計

年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の う ち 勤 務 日 の 日 数 及 び 勤 務 日 ご と の 勤

務 時 間 を 考 慮 し て 市 長 が 定 め る 職 員 」 を 削 る 。

  第 ９ 条 の 見 出 し を 「 （ 第 １ 号 部 分 休 業 の 承 認 ） 」 に 改 め 、 同 条 第

１ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

    育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 範 囲 内 で 請 求 す る 同 条

  第 １ 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 （ 以 下 「 第 １ 号 部 分 休 業 」 と い う 。 ）

  の 承 認 は 、 分 を 単 位 と し て 行 う も の と す る 。

  第 ９ 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 号 部 分 休 業 」 に 改 め 、 同 条 第 ３

項 中 「 第 １ 項 」 を 「 第 １ 号 部 分 休 業 」 に 改 め 、 「 ５ 時 間 分 （ 」 の

次 に 「 地 方 公 務 員 法 第 条 の ２ 第 １ 項 の 」 を 加 え 、 同 条 の 次 に 次 の

４ 条 を 加 え る 。

  （ 第 ２ 号 部 分 休 業 の 承 認 ）

第 ９ 条 の ２   育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 範 囲 内 で 請 求

  す る 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 （ 以 下 「 第 ２ 号 部 分 休 業 」 と

  い う 。 ） の 承 認 は 、 １ 時 間 （ 請 求 に 係 る 勤 務 時 間 が １ 時 間 を 超 え

  る 場 合 は 、 分 ） を 単 位 と し て 行 う も の と す る 。

２   第 ２ 号 部 分 休 業 の 請 求 が そ の 残 時 間 数 の 全 て に 係 る も の で あ る

  場 合 に あ っ て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 残 時 間 数 に つ い

  て 第 ２ 号 部 分 休 業 の 承 認 を す る こ と が で き る 。

  （ 育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る １ 年 の 期 間 ）

第 ９ 条 の ３   育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る １ 年 の 期 間 は

  、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 日 ま で と す る 。

  （ 育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 条 例 で 定 め る 時 間 ）

第 ９ 条 の ４   育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 人 事 院 規 則 で 定 め る

  時 間 を 基 準 と し て 条 例 で 定 め る 時 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の

  区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 時 間 と す る 。

    非 常 勤 職 員 以 外 の 職 員   時 間 分

    非 常 勤 職 員   当 該 非 常 勤 職 員 の 勤 務 日 １ 日 当 た り の 勤 務 時 間
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    数 に を 乗 じ て 得 た 時 間

  （ 育 児 休 業 法 第 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 ）

第 ９ 条 の ５   育 児 休 業 法 第 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は

  、 配 偶 者 が 負 傷 又 は 疾 病 に よ り 入 院 し た こ と 、 配 偶 者 と 別 居 し た

  こ と そ の 他 の 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 を し た 時 に 予 測 す る こ

  と が で き な か っ た 事 実 が 生 じ た こ と に よ り 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ

  る 変 更 を し な け れ ば 同 項 の 職 員 の 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で

  の 子 の 養 育 に 著 し い 支 障 が 生 じ る と 任 命 権 者 が 認 め る 事 情 と す る

  。

  第 条 中 「 が 」 の 次 に 「 育 児 休 業 法 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 」 を

加 え る 。

  第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

  （ 部 分 休 業 の 承 認 の 取 消 事 由 ）

第 条   育 児 休 業 法 第 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 育 児 休 業 法 第 ５

  条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る 事 由 は 、 職 員 が 育 児 休 業 法 第 条 第 ３ 項

  の 規 定 に よ る 変 更 を し た こ と と す る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法

  律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 ９ 月 横 浜

  市 条 例 第 号 ） 附 則 第 項 又 は 第 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

  員 を い う 。 ） は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （

  昭 和 年 法 律 第 261 号 ） 第 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務

  の 職 を 占 め る 職 員 を い う 。 ） と み な し て 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後

  の 横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う

  。 ） 第 ８ 条 並 び に 第 ９ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

３   こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で の 間 に お け る 地

  方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 110 号 ） 第

  条 第 １ 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 の 請 求 を す る 職 員 に 対 す る 新 条 例

  第 ９ 条 の ４ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 号 中 「 時 間 分

  」 と あ る の は 「 時 間 分 」 と 、 同 条 第 ２ 号 中 「 」 と あ る の は

  「 ５ 」 と す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 公 告 式 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 公 告 式 条 例 （ 昭 和 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 第 １ 項 中 「 署 名 し な け れ ば 」 を 「 署 名 （ 地 方 自 治 法 第 条

第 ４ 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 署 名 に 代 わ る 措 置 を 含 む 。 ） を し な け れ

ば 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 中 「 （ 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 を 除 く 。 以 下 こ

の 条 、 第 ６ 条 、 第 ７ 条 及 び 第 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

  第 ９ 条 の ２ を 削 る 。

  第 条 中 「 （ 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 に あ っ て は 、 市 長 。 次

条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

  定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 準 備 行 為 ）

２   こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 の 規 定 に 基 づ く

  横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 等 に 関 し 必

  要 な 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 市 民 文 化 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 市 民 文 化 会 館 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ５ 条 第 ５ 項 中 「 別 表 第 １ の 右 欄 に 掲 げ る 担 任 事 務 の 区 分 に 応 じ

、 そ れ ぞ れ 同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 」 を 削

り 、 「 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を い う 。 」 を 「 横 浜 市 市 民 文 化 会

館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 」 に 改 め る 。

  第 ７ 条 中 「 別 表 第 １ の 右 欄 に 掲 げ る 担 任 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 」 を 削 る 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 別 表 第 ２ 」 を 「 別 表 」 に 改 め る 。

  第 条 の 見 出 し を 「 （ 横 浜 市 市 民 文 化 会 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委

員 会 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

    指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 文 化 会 館 の 管 理

  の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 市 市 民 文 化

  会 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 そ れ ぞ れ 」 を 削 る 。

  別 表 第 １ を 削 り 、 別 表 第 ２ を 別 表 と す る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 横 浜 市 市 民 文 化 会 館 条 例 第 ５ 条 第 １ 項

  の 規 定 に 基 づ き 市 民 文 化 会 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 を 行 っ て い る 指

  定 管 理 者 が 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に こ

  の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 市 民 文 化 会 館 条 例 第 ７ 条 の 規 定 に よ

  る 当 該 業 務 に つ い て の 評 価 を 受 け て い る 場 合 は 、 当 該 期 間 に お け

  る 当 該 指 定 管 理 者 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 市

  民 文 化 会 館 条 例 第 ７ 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 斎 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 斎 場 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

  第 １ 条 第 １ 項 中 「 た め 」 を 「 た め 等 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 位

置 」 の 次 に 「 並 び に 斎 場 に 置 く 施 設 」 を 加 え る 。

  第 ２ 条 第 ５ 項 中 「 第 条 第 １ 項 」 を 「 第 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

  第 ５ 条 第 １ 項 中 「 斎 場 」 の 次 に 「 の 施 設 」 を 加 え 、 「 次 項 」 を 「

以 下 こ の 条 及 び 第 ９ 条 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

３   市 長 は 、 斎 場 の 施 設 （ 火 葬 炉 を 除 く 。 第 ９ 条 に お い て 同 じ 。 ）

  の 使 用 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 使 用 を 許 可 し な い も の

  と す る 。

    斎 場 又 は そ の 周 辺 に お け る 秩 序 を 乱 し 、 又 は 公 益 を 害 す る お

    そ れ が あ る と き 。

    斎 場 の 設 置 の 目 的 に 反 す る と き 。

    斎 場 の 管 理 上 支 障 が あ る と き 。

  第 ６ 条 第 １ 項 中 「 。 ） 」 の 次 に 「 の 施 設 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 た

だ し 書 中 「 は 」 の 次 に 「 、 小 動 物 の 焼 却 施 設 の 使 用 料 を 除 き 」 を 加

え る 。

  第 ７ 条 第 １ 項 中 「 斎 場 」 の 次 に 「 の 施 設 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中

「 別 表 第 ２ の ２ 」 を 「 別 表 第 ３ 」 に 改 め る 。

  第 ８ 条 第 １ 項 中 「 斎 場 」 の 次 に 「 の 施 設 （ 火 葬 炉 に 限 る 。 次 項 に

お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 斎 場 」 の 次 に 「 の 施 設 」

を 加 え る 。

  第 ９ 条 を 削 る 。

  第 条 中 「 前 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 斎 場 の 施

設 の 使 用 」 に 、 「 と き は 、 葬 祭 ホ ー ル の 使 用 許 可 」 を 「 場 合 は 、 当

該 許 可 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「 前 条 第 ４ 項 各 号 」 を 「 第 ５ 条 第 ３

項 各 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ９ 条 と す る 。

  第 条 を 削 り 、 第 条 を 第 条 と し 、 第 条 を 第 条 と す る 。

  別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 １ （ 第 １ 条 第 ２ 項 ）

名     称 位     置 施     設

横 浜 市 東 部 斎 場     横 浜 市 鶴 見 区
火 葬 炉 、 休 憩 室 、 葬 祭 ホ ー ル

及 び 霊 安 室  

横 浜 市 久 保 山 斎 場   横 浜 市 西 区   火 葬 炉 及 び 休 憩 室  

横 浜 市 南 部 斎 場     横 浜 市 金 沢 区
火 葬 炉 、 休 憩 室 及 び 葬 祭 ホ ー

ル    
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横 浜 市 北 部 斎 場     横 浜 市 緑 区  
火 葬 炉 、 休 憩 室 及 び 葬 祭 ホ ー

ル    

横 浜 市 戸 塚 斎 場     横 浜 市 戸 塚 区
火 葬 炉 、 休 憩 室 、 葬 祭 ホ ー ル

及 び 小 動 物 の 焼 却 施 設    

  別 表 第 １ の ２ 中

「 横 浜 市 久 保 山 斎 場 」

を

「 横 浜 市 東 部 斎 場

  横 浜 市 久 保 山 斎 場 」

に 改 め る 。

  別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 第 １ 項 ）

種           別
使   用   料

市   内 市   外

横 浜 市 南 部 斎 場 火 葬 炉 歳 以 上 12,000 円 50,000 円

歳 未 満 8,000 円 34,000 円

死 胎   2,400 円 10,000 円

人 体 の 一 部   2,400 円 10,000 円

休 憩 室 人 用   5,000 円 7,500 円

人 用   2,500 円 3,750 円

葬 祭 ホ ー ル  

 

通 夜  

25,000 円 37,500 円
告 別 式

通 夜 又 は 告 別 式 に 準 ず る

も の  

横 浜 市 北 部 斎 場 火 葬 炉 歳 以 上 12,000 円 50,000 円

歳 未 満 8,000 円 34,000 円

死 胎   2,400 円 10,000 円

人 体 の 一 部   2,400 円 10,000 円

休 憩 室 人 用   5,000 円 7,500 円

人 用   2,500 円 3,750 円

葬 祭 ホ ー ル  

 

通 夜   ホ ー ル

40,000 円

大 ホ ー ル

110,000 円

ホ ー ル

60,000 円

大 ホ ー ル

165,000 円

告 別 式

通 夜 又 は 告 別 式 に 準 ず る

も の  

横 浜 市 戸 塚 斎 場 火 葬 炉 歳 以 上       12,000 円 50,000 円
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歳 未 満       8,000 円 34,000 円

死 胎   2,400 円 10,000 円

人 体 の 一 部   2,400 円 10,000 円

休 憩 室 人 用   5,000 円 7,500 円

人 用   2,500 円 3,750 円

葬 祭 ホ ー ル  

 

通 夜  

25,000 円 37,500 円
告 別 式

通 夜 又 は 告 別 式 に 準 ず る

も の  

小 動 物 の 焼 却

施 設  

個 別 焼 却

 

キ ロ グ

ラ ム 以 上

キ ロ グ

ラ ム 未 満

の も の  

１ 頭 （ 匹 ） に

つ き   30,000

円    

 

５ キ ロ グ

ラ ム 以 上

キ ロ グ

ラ ム 未 満

の も の  

１ 頭 （ 匹 ） に

つ き   25,000

円    

１ キ ロ グ

ラ ム 以 上

５ キ ロ グ

ラ ム 未 満

の も の  

１ 頭 （ 匹 ） に

つ き   20,000

円    

１ キ ロ グ

ラ ム 未 満

の も の  

１ 頭 （ 匹 ） に

つ き   10,000

円    

合 同 焼 却 １ 頭 （ 匹 ） に

つ き   3,000

円

  （ 備 考 ）

    １   「 市 内 」 と は 、 死 亡 者 に あ っ て は そ の 死 亡 時 の 住 所 が 、

      死 胎 に あ っ て は そ の 死 産 時 の 父 又 は 母 の 住 所 が 、 人 体 の 一

      部 に あ っ て は そ の 者 の 住 所 が 、 小 動 物 の 焼 却 に あ っ て は そ

      の 小 動 物 を 保 有 す る 者 の 住 所 が 横 浜 市 内 に あ る 場 合 を い い

      、 「 市 外 」 と は 、 そ れ 以 外 の 場 合 を い う 。
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    ２   キ ロ グ ラ ム 以 上 の 動 物 の 個 別 焼 却 並 び に 焼 却 炉 に 入 れ

      る こ と の で き な い 形 状 の 動 物 及 び 動 物 を 保 有 す る 者 の 住 所

      が 横 浜 市 外 に あ る 場 合 に お け る 当 該 動 物 の 焼 却 は 、 行 わ な

      い 。

  別 表 第 ２ の ２ を 削 る 。

  別 表 第 ３ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 ３ （ 第 ７ 条 第 ２ 項 ）

種                 別

利   用   料   金

市   内 市   外

横 浜 市 東 部 斎 場  

 

 

火 葬 炉
歳 以 上 12,000 円 50,000 円

歳 未 満 8,000 円 34,000 円

死 胎    2,400 円 10,000 円

人 体 の 一 部   2,400 円 10,000 円

休 憩 室
人 用             5,000 円 7,500 円

葬 祭 ホ ー ル
通 夜

小 ホ ー ル

15,000 円

ホ ー ル

35,000 円

大 ホ ー ル

70,000 円

小 ホ ー ル

  22,500 円

ホ ー ル

  52,500 円

大 ホ ー ル

  105,000 円

告 別 式

通 夜 又 は 告 別 式 に 準 ず

る も の   

霊 安 室
１ 日 に つ き

3,500 円

１ 日 に つ き

10,000 円

横 浜 市 久 保 山 斎

場     

火 葬 炉
歳 以 上 12,000 円 50,000 円

歳 未 満 8,000 円 34,000 円

死 胎   2,400 円 10,000 円

人 体 の 一 部   2,400 円 10,000 円

休 憩 室 人 用             5,000 円 7,500 円

  （ 備 考 ）
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      「 市 内 」 と は 、 死 亡 者 に あ っ て は そ の 死 亡 時 の 住 所 が 、 死

    胎 に あ っ て は そ の 死 産 時 の 父 又 は 母 の 住 所 が 、 人 体 の 一 部 に

    あ っ て は そ の 者 の 住 所 が 横 浜 市 内 に あ る 場 合 を い い 、 「 市 外

    」 と は 、 そ れ 以 外 の 場 合 を い う 。

  別 表 第 ４ を 削 る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

  定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 準 備 行 為 ）

２   こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 斎 場 条 例 の 規 定 に 基 づ く 横 浜 市

  東 部 斎 場 を 供 用 す る た め に 必 要 な 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お

  い て も 行 う こ と が で き る 。

14

横浜市報　号外第14　令和７年９月30日



横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 １ 第 １ 項 中 「 玄 関 帳 場 を 設 け な い 施 設 に お い て 」 を 削 る 。

  別 表 第 ２ 第 ３ 項 第 ３ 号 中 「 設 備 機 器 」 を 「 設 備 （ 当 該 者 の 確 認 を

適 切 に 行 う た め の も の を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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